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平成２９年６月伊勢原市教育委員会定例会議事録 

 

 

１ 開催日時 

  平成２９年６月２７日（火）午前９時３０分から 

２ 開催場所 

  伊勢原市役所 第２委員会室 

 

３ 教育長及び委員 

  教育長          鍛代 英雄 

 教育長職務代理者    永井 武義 

委 員         重田 恵美子 

  委 員         菅原 順子 

    委 員         渡辺 正美 

 

４ 説明のため出席した職員 

    教育部長        谷亀 博久 

    学校教育担当部長    大髙 敏夫 

   教育総務課長      古清水 千多歌 

    学校教育課長      守屋 康弘 

    教育指導課長      石渡 誠一 

  社会教育課長      小谷 裕二 

図書館・子ども科学館長 麻生 ひろ美 

歴史文化担当課長    立花 実 

教育センター所長    本多 由佳里  

 

５ 会議書記 

    教育総務課 総務係長     瀬尾 哲也 

 

６ 傍聴人 

  ２人 

 

７ 議事日程 

  日程第１  前回議事録の承認 

日程第２  教育長報告 

      （１）市議会６月定例会一般質問答弁の概要 

（２）行政文書公開 

  日程第３  教育長職務代理者報告 

  日程第４  議案第２２号  伊勢原市文化財保護審議会委員の委嘱につい

て 
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  日程第５  議案第２３号  伊勢原市図書館協議会委員の委嘱について 

日程第６  議案第２４号  伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員の委

嘱について 

  日程第７  議案第２５号  伊勢原市立小学校用「道徳」教科書採択に関

する要請に対する回答について 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

午前９時３０分   開会 

 

○教育長【鍛代英雄】 

 定刻となりました。ただ今から教育委員会議を開催いたします。 

 

     日程第１ 前回議事録の承認  

 

○教育長【鍛代英雄】 

 日程第１、前回議事録の承認について、お願いいたします。 

 

○委員 承認 

 

－－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第２ 教育長報告 

 

○教育長【鍛代英雄】 

 日程第２「教育長報告」をいたします。本日は２件でございます。１件目は市

議会６月定例会一般質問答弁の概要でございます。資料１をご覧いただきたいと

思います。 

 今回は再質問のみを含めまして７名の議員から御質問をいただき、答弁をして

おります。答弁につきましては、質問の内容に応じまして私と教育部長、学校教

育担当部長が分担して行いました。順次、答弁者から概要について報告をいたし

ます。 

初めに私から報告いたします。資料１の３ページをご覧ください。八島満雄議

員からの御質問でございます。質問の主題は、新教育委員会制度下の教育長とし

ての抱負についてということで、４つの質問がございました。私からは（１）と

（２）の２点について答弁をしております。 

 まず１点目の伊勢原市教育振興基本計画後期基本計画最終年度についてという

ことで、教育長としての抱負を問われた御質問でした。地方教育行政法の改正に

よりまして新教育長が置かれた趣旨を真摯に受けとめ、持てる能力の全てをもっ

て教育行政の責任者として職責を果たしていきますと申しあげました。また、総

合教育会議や教育大綱の趣旨を踏まえまして、あらゆる機会を通じて市長との意
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思の疎通・連携に努め、特に学力向上、いじめ対策に取り組んでいきたいと考え

ている旨をお答えしました。 

 次に、２点目の平成２７年度策定の伊勢原市教育大綱との整合性についてとい

うことで、教育振興基本計画との整合性についての御質問でございました。 

 教育大綱は、教育振興基本計画に掲げる「教育ビジョン」をもって大綱と位置

付けておりますので整合は図られている旨、そして、教育振興基本計画に掲げる

諸施策の着実な推進に努めてまいりますことをお答えしました。 

 それでは次に教育部長から報告をお願いします。 

○教育部長【谷亀博久】 

 それでは１ページにお戻りいただきまして、前田秀資議員です。質問の主題は、

大山こまへの取組についてということで、３点の御質問がございました。 

 まず１点目として、大山こまの基本的事項と現状についての御質問です。委員

の皆さん御承知のとおり、江戸時代中期以降、大山詣りが盛んになると、参拝者

の土産物として挽き物師により作られた代表的な木地製品が「大山こま」でござ

います。また、大山信仰と結びつき、こまがよく回ることが、金運がついて回る

とされ、家内安全、商売繁盛を呼び込む縁起物として人気の品物となったことと、

一方で現在、「大山こま」の製作者が４軒と少なくなり、職人の高齢化も進んで

いるという現状を答弁しました。 

次に２点目として、「大山こま」の課題に対する市教育委員会としての対応に

ついての御質問です。今年３月の教育委員会議定例会で議決いただいた件ですが、

「大山こま」の製作技術を市の無形民俗文化財として指定し、その技術を保持し

ている４人を認定したことを答弁しました。 

３点目として、市指定無形民俗文化財指定後の変化と今後の取組についての御

質問です。「大山こま」の持つ歴史的な背景や技術の希少性、大山詣りとの密接

な関係性等を含めて、市民に対するアピールにつながっていくものと考えている

ことを答弁しております。 

 また、今後の取組として「大山こま」の製作過程の映像化や日本遺産のＰＲと

合わせた積極的な情報発信を行っていく旨を答弁しております。 

 続いて米谷政久議員の児童生徒等の安全確保対策についての御質問の関係で、

公立学校等非構造部材等の耐震化の現状と今後についての御質問です。 

 文部科学省が作成しました「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」に

示されている「点検チェックシート」により毎年点検を行っており、２８年度の

点検結果では、小学校２０カ所、中学校１１カ所で改善が必要であることが確認

され、既にそのうちの半分については対応済みであること、残りの約半分につい

てはこれから対応していく予定であることを答弁しました。 

 また、屋内運動場のつり天井の落下防止、窓ガラスの飛散防止、ピアノの転倒

防止については、対策が完了している旨を合わせて答弁いたしました。以上です。 

○教育長【鍛代英雄】 

 続いて学校教育担当部長、お願いします。    

○学校教育担当部長【大高敏夫】 
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それでは資料の１ページにお戻りください。田中志摩子議員です。視覚・聴覚

障害者や高齢者をサポートする代筆・代読者の拡充についての御質問の関連で、

手話や読み書き支援を部活動にすることについての再質問がございました。 

 現段階では部活動という形ではなく、全児童生徒が災害時等の際に障害者・高

齢者に対し支援ができるよう啓発に努めますと答弁いたしました。また、県教育

委員会では、教職員に対して手話の研修等を行っている状況も合わせてお話しさ

せていただきました。 

 続きまして米谷政久議員です。質問の主題は、児童生徒等の安全確保対策につ

いてで、通学路の安全確保の現状と今後についての御質問です。 

 まず交通安全対策の現状についての御質問です。通学路点検を行っている流れ

を説明するとともに、交通指導員、自治会、ＰＴＡの協力を得ながら登下校中の

見守り活動を行っているなど、学校での指導の様子も含めて答弁いたしました。 

 次に安全確保対策の現状についての御質問です。震災時の安全確保対策として、

小中学校では防災引き渡し訓練を行うとともに、登下校中に地震が起きたときの

対処の方法等について指導していることを答弁いたしました。 

 次に今後の対策についての御質問です。交通安全に対する意識の向上を図るた

めに引き続き現在やっている指導を徹底し、特に自転車の走行につきましては、

歩行者に配慮した運転指導を行うこと。また、防災・防犯の観点からも、状況に

応じた判断と行動ができる児童生徒の育成に努めていきますと答弁いたしまし

た。 

 続きまして安藤玄一議員です。質問の主題は、地域防災リーダーを育成するた

めにという御質問です。４点でございました。 

 まず１点目は、防災教育についてです。学校での現状をお話ししました。防災

訓練・引き渡し訓練の他に、特別活動の授業、小学校では体育、中学校では保健

体育科で学習していることを答弁いたしました。 

 ２点目は、防災訓練についてです。防災訓練を実施している状況について、様

々な場面を想定しながら行っている事例を答弁いたしました。 

 ３点目は、児童生徒の防災意識についてです。被災地への募金活動等のボラン

ティア活動、あるいは職場体験を通した姿から防災意識は高く、有事の際には地

域の方と協力しながら行動することができると認識している旨を答弁いたしまし

た。 

 ４点目は、部活動に防災部を設ける取組についてです。現段階では部活動とし

て防災教育を行うことよりも、まずは全児童生徒に対して社会への参画意識を高

め、自己の役割を自覚して協働することの意味を理解できるように指導していく

ことを答弁いたしました。 

 続きまして、八島満雄議員です。学校教育の充実についての御質問で、大山小

学校の特色ある教育モデル事業をどう他の学校に進展させるか、教員の資質向上

も含めての御質問でございました。 

 大山小学校の外国語教育の充実、自然体験・伝統文化の学習、ＩＣＴ機器の利

活用の３本柱による教育モデル事業の推進状況をお話しし、毎年、文部科学省の
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教科調査官を招いて講演を行っていることや、市内の教職員に向けて大山小学校

の学習成果を広めている状況を答弁しました。 

 次に、豊富な文化財の宝庫でもある伊勢原の教育についての御質問です。教材

化されている内容と成果について説明いたしました。現在、主に教育センターが

中心となって４種類の文化財副読本を作っている状況と、それらを授業で有効に

活用している状況を答弁いたしました。 

 続いて川添康大議員です。質問の主題は子育て支援についてです。教育委員会

関係では、中学校給食の実現に当たって市が重視している点についての御質問が

ありました。 

 これまで教育委員会では、財政負担の少ない給食の実現のために先進地区の視

察や情報収集等を行ってきました。今年度中に諸課題を整理し、教育委員会とし

ての一定の方向性を市長に報告しますと答弁いたしました。 

 最後に斉藤裕樹議員です。質問の主題は、市内在住外国人についてです。教育

委員会関係では、外国人の子どもに対する教育や取組について御質問がありまし

た。 

 現在、市内小中学校に在籍している外国籍の児童生徒が年々増加傾向にあり、

日本語指導や生活面・学習面での指導について配慮が求められている状況を説明

し、日本語指導や母語指導が必要な場合には市から日本語指導協力者を派遣して

いること、加えて国際教室についても答弁いたしました。以上でございます。 

○教育長【鍛代英雄】 

 それでは、報告の２点目でございますが、行政文書の公開でございます。教育

部長から報告をします。 

○教育部長【谷亀博久】 

 資料はございません。 

平成２９年６月５日付で、新聞社から平成２８年度図書館・子ども科学館公共

下水道接続工事の単価入り設計図書について行政文書公開請求がありました。 

 本請求内容につきましては、平成２９年６月２２日に全部公開をいたしました。 

 以上です。 

○教育長【鍛代英雄】 

 以上２件、報告をさせていただきました。御意見、御質問等がございましたら

お願いいたします。 

よろしいでしょうか。無いようですので、次に移らせていただきます。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第３ 教育長職務代理者報告 

 

○教育長【鍛代英雄】 

 日程第３、「教育長職務代理者報告」をお願いします。 

 菅原委員からお願いします。 
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○委員【菅原順子】 

 永井教育長職務代理に代わって私から報告させていただきます。５月２６日の

金曜日、大和市文化創造拠点「シリウス」内の大和芸術文化ホールで行われまし

た平成２９年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会に、教育総

務課の瀬尾係長が随行し、公用車で行ってまいりました。 

 メーンホールのキャパシティが１，０００人ということで、神奈川県の市町村

はサブホールの大型スクリーンに映されたモニターを視聴するという形での参加

となりました。 

 来賓祝辞として、神奈川県の桐谷教育長からは「みんなの教室」の設置等、神

奈川のインクルーシブ教育について、また、会場市である大和市の大木市長から

は、大和市の教育施策についてのお話がありました。大和市では、全ての小中学

校に司書を置き、学校図書館をリニューアルしたことによって、子どもたちの読

書量がとても増えているとのことです。また、放課後、学校で教職経験者等が宿

題等の学習をサポートする「放課後寺子屋やまと事業」の取組も紹介されました。 

 総会では、事業報告、会計報告、及び今年度の事業計画、予算が全て承認され

ました。 

 総会後に研修会が行われ、前半では文部科学省初等中等教育局企画官から「教

育委員会制度の現状について」と題する講話を伺いました。その際に用意された

資料に、伊勢原市の現状を事務局で記入していただいたものを本日の資料として

用意していただきました。資料２になりますのでご覧ください。 

 伊勢原市の現状は、事務局の皆様のお陰で概ね全国の平均的な市町村の水準に

達していると言えますが、資料の５、８、９ページにありますように、学校訪問

や、保護者や地域の方々との意見交換等、現場とのさらなる関わりや教育現場へ

の発信が今後の課題と言えると思います。 

 研修会の後半は、大和市出身の大澤孝征弁護士が「知らぬは大人ばかりなり～

大澤流子育て論～」と題し、元検事、現在弁護士の立場から子育てについての講

演をされました。 

 大人の犯罪者の再犯率が７割であるのに対し、少年院の卒業生の７割が更生し

ていることから、子どもには可塑性（かそせい）があること、また更生に有効な

矯正教育は、ロールプレーによって被害者の立場や心情を経験させることである

とのことです。 

 また、殺人事件の半数以上が家族・親族によるものであることが示すように、

濃密な人間関係がトラブルの大きな原因である。したがって子どもたちの濃密な

人間関係の場である学校におけるいじめも、あって当然のことであり、事件に裁

判所が対応するのと同じように、いじめについても、その被害者・加害者双方に

対応する機関が必要であるというお話でした。 

 また、子どもは親から虐待されていても、親の意向に沿ったことしか言わない。

同じように、いじめを受けていても、子どもは自分の所属しているグループの意

に沿ったことしか言わない。だから「虐待されていない」「いじめられていない」

という子どもの声を鵜呑みにしてはいけないというお話もありました。 
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 全体の最後に、来年度の連合会は、会長市である静岡県藤枝市で開催されると

いうことが告げられて終了しました。報告は以上になります。 

○教育長【鍛代英雄】 

 ありがとうございました。 

 ただいまの御報告につきまして、御意見、御質問等がございましたらお願いい

たします。 

よろしいでしょうか。無いようですので次に移らせていただきます。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第４ 議案第２２号 伊勢原市文化財保護審議会委員の委嘱に

ついて 

 

○教育長【鍛代英雄】 

 日程第４、議案第２２号「伊勢原市文化財保護審議会委員の委嘱について」、

提案説明をお願いします。 

○教育部長【谷亀博久】 

 それでは議案書の１ページをお開きください。 

 本議案第２２号につきましては、伊勢原市文化財保護条例第３９条に規定する

伊勢原市文化財保護審議会委員の委嘱につきまして、伊勢原市教育委員会教育長

に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第９号の規定により提案するもの

でございます。 

 ２ページをお開きください。文化財保護審議会委員の任期は２年で、現在の委

員の任期が６月３０日までとなっておりますので、新たに７月１日から平成３１

年６月３０日までの２年間について、７名の委員を委嘱したいとするものです。 

全員が再任となります。以上です。 

○教育長【鍛代英雄】 

 説明が終わりました。それでは、御意見、御質問等がございましたらお願いい

たします。 

よろしいでしょうか。無いようですので採決に入らせていただきます。 

 議案第２２号「伊勢原市文化財保護審議会委員の委嘱について」、賛成の方は

挙手をお願いいたします。 

○委員全員  挙手 

○教育長【鍛代英雄】 

 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決決定いたしました。 

 

 

 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 
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日程第５ 議案第２３号 伊勢原市図書館協議会委員の委嘱につい

て 

 

○教育長【鍛代英雄】 

 続いて日程第５、議案第２３号「伊勢原市図書館協議会委員の委嘱について」、

提案説明をお願いします。 

○教育部長【谷亀博久】 

 ３ページをお開きください。本議案第２３号については、伊勢原市立図書館条

例第１４条に規定する伊勢原市図書館協議会委員の委嘱について、伊勢原市教育

委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第９号の規定により

提案するものでございます。 

 ４ページをご覧ください。図書館協議会委員の任期は２年で、現在の委員の任

期が６月３０日までとなっておりますので、新たに７月１日から平成３１年６月

３０日までの２年間について、７名の委員を委嘱したいとするものです。４名が

再任で、公募１名を含む３名が新任になります。以上です。 

○教育長【鍛代英雄】 

 説明が終わりました。御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。無いようですので採決に入らせていただきます。 

 議案第２３号「伊勢原市図書館協議会委員の委嘱について」、賛成の方は挙手

をお願いいたします。 

○委員全員  挙手 

○教育長【鍛代英雄】 

 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決決定いたしました。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第６ 議案第２４号 伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員

の委嘱について 

 

○教育長【鍛代英雄】 

 続いて日程第６、議案第２４号「伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員の委

嘱について」、提案説明をお願いします。 

○教育部長【谷亀博久】 

 ５ページをお開きください。本議案第２４号については、伊勢原市立子ども科

学館条例第６条に規定する伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員の委嘱につい

て、伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第２条第１項第

９号の規定により提案するものでございます。 

 ６ページをお開きください。子ども科学館運営協議会委員の任期は２年で、現

在の委員の任期が６月３０日までとなっておりますので、新たに７月１日から平
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成３１年６月３０日までの２年間について、７名の委員を委嘱したいとするもの

です。４名が再任で、公募１名を含む３名が新任となります。以上です。 

○教育長【鍛代英雄】 

 説明が終わりました。御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。無いようですので採決に入らせていただきます。 

 議案第２４号「伊勢原市立子ども科学館運営協議会委員の委嘱について」、賛

成の方は挙手をお願いいたします。 

○委員全員  挙手。 

○教育長【鍛代英雄】 

 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決決定いたしました。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

日程第７ 議案第２５号 伊勢原市立小学校用「道徳」教科書採択に

関する要請に対する回答について 

 

○教育長【鍛代英雄】 

 続いて日程第７、議案第２５号「伊勢原市立小学校用『道徳』教科書採択に関

する要請に対する回答について」、提案説明をお願いします。 

○学校教育担当部長【大髙敏夫】 

 議案書の７ページになります。本議案第２５号については、６月９日付で「い

せはらの教育を考える会」から提出された「伊勢原市立小学校用「道徳」教科書

採択に関する要請」に対する回答について、伊勢原市教育委員会教育長に対する

事務委任等に関する規則第２条第１項第１６号の規定により提案するものでござ

います。 

 ８ページをご覧ください。要請文の写しでございます。要請の趣旨としまして

は、市民が関心を持っている教科書採択に当たっては、公正かつ広く市民の意向

を反映させるため、採択に至る過程は市民に開かれている必要があるとの考えか

らのものでございます。 

 ９ページをご覧ください。こちらが回答案になります。要請内容を４項目に整

理させていただき、それぞれの内容について教育委員会としての見解を記載いた

しました。 

 まず１点目は、調査員、検討委員の構成等についての見解です。調査員につい

ては、伊勢原市教科用図書採択検討委員会設置要綱に従い、学校教育に関し豊か

な経験を有する者を選任していること。また、選任基準につきましては、調査員

・検討委員ともに教科用図書採択に当たって直接の利害関係を有しない、公正な

立場の者をもって充てていることを回答いたします。 

 ２点目は、調査員が作成しました調査研究報告書、検討委員が作成した採択に

関する調査検討報告書の公表についての見解です。検討委員が作成した検討委員

会調査報告及び検討内容の概要につきましては、伊勢原市のホームページで公表
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をしていること。また、調査員が作成した調査研究報告書につきましては、今の

ところ公表の予定はない旨を回答いたします。 

 ３点目は、教科書展示会での市民の感想や意見の公開についての見解です。公

開することを前提に書かれたものではありませんので、公開はいたしませんとい

う回答です。 

 最後の４点目は、採択制度に関することについての見解です。本市では毎年文

部科学省から通知される「教科書採択における公正確保の徹底について」に基づ

き、適正な採択手続を行っていること。なお、教科書展示会につきましては、今

年度より閲覧者受付票に意見を書く欄を設けていること。また、教科書見本本の

うち、１セットを教科書展示会終了後に図書館で閲覧ができるようにしているこ

とを回答いたします。以上でございます。 

○教育長【鍛代英雄】 

 説明が終わりました。御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。 

○教育長職務代理者【永井武義】 

 この度の道徳教科書採択に当たりまして、市民の関心が寄せられているという

ことは、教育委員会にとってはとてもありがたいことだと私は感じております。

採択に当たりまして、公平、公正、そして静謐（セイヒツ）な環境の確保が重要

だと考えます。一方で、市民に対してより開かれた形で行われるということが時

代の要請なのではないかとも思うところでございます。 

 今回の要請に対する回答につきましては、このとおりだと考えております。た

だ、要請文の中に「学校調査票」の活用が記載されていますが、これがどういう

ものか、その存在自体理解できていないのですが、現場の先生の意見を取り入れ

るということは、今後の検討課題の視点としては、大切なのではないかと思うと

ころでもございます。 

 いずれにいたしましても、調査員、検討委員は高い見識や豊かな経験、専門的

知識を有することが必要とありますので、その中で行われていくべきだと思って

おります。意見でございます。 

○教育長【鍛代英雄】 

 今の永井委員の意見ですが、要請文にあります「学校調査票」についての説明

を事務局からしていただけますか。 

○教育指導課長【石渡誠一】 

 こちらの要請文にある「学校調査票」については、実際には存在しないもので

す。要請の趣旨としては、もっと学校現場の教員の声を採択に反映して欲しいと

いったことだと理解しています。伊勢原市では、教育委員の様々な意見を踏まえ

て採択をしておりますので、今のところ学校現場の教員へ調査をするといったこ

とは考えておりません。 

○委員【渡辺正美】 

 今の件に関して少し補足させていただきます。未だにこの「学校調査票」とい

う言葉がひとり歩きしていますが、教科書採択は教育委員の権限で公正に行うも

のであり、広域採択から市町村ごとの採択に移った際にも、教職員の投票といっ
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たことは行わないことが確認されました。要望数が多いから採択するといった数

字に左右されるのではなく、検討会や調査員の様々な調査・検討結果の報告を踏

まえ、最終的に教育委員が判断するという制度になっています。 

○教育長【鍛代英雄】 

 渡辺委員から御説明がありましたので、この件はよろしいでしょうか。 

 その他に何かございますか。それでは、無いようですので採決に入らせていた

だきます。 

 議案第２５号「伊勢原市立小学校用『道徳』教科書採択に関する要請に対する

回答について」、賛成の方は挙手をお願いいたします。 

○委員全員  挙手 

○教育長【鍛代英雄】 

 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決決定いたしました。ありがとうござ

います。 

 

  －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

 

その他事項 

 

○教育長【鍛代英雄】 

 続きまして、その他でございますが、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

よろしいですか。では事務局から何かありますか。 

特に無いようですので、最後に来月の定例会の日程をお願いします。 

○教育総務課長【古清水千多歌】 

 来月７月の定例会は、平成２９年７月２７日、木曜日、午後１時３０分から、

青少年センター３階の集会室においての開催となります。 

○教育長【鍛代英雄】 

 それでは、本日の教育委員会議はこれをもって閉会とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

午前１０時０３分   閉会 

 

 －－－－－－－－－－－－－－ ○ －－－－－－－－－－－－－－－ 

＜配付資料＞ 

 

□資料１：市議会６月定例会一般質問答弁の概要 

□資料２：平成２９年度関東甲信越静市町村教育委員会連合会研修会資料（抜粋） 

 































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢原市： 29 年 4 月 1日移行 

伊勢原市： 議会において首長に対する質疑 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

伊勢原市：３回開催(28.9 月時点) ※29.6 現在 4 回開催 

伊勢原市： 詳細な議事録を作成 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢原市： ＨＰに公表 

伊勢原市：従来からの連携を継続させることに資している 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢原市： 27 年 5 月策定 

     既存の教育振興計画（教育ビジョン）をもってあてた 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
伊勢原市： 1回～9回 
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伊勢原市： 0回（各委員単独での意見交換の機会を除く） 

伊勢原市： 1人 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢原市： 研究会 11 回、教科書研究 3回） 

伊勢原市： 実施せず 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢原市： 実施せず（各委員単独での意見交換の機会を除く） 

伊勢原市： 詳細な議事録を作成 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢原市： 詳細な議事録を公表 

伊勢原市： 実施 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊勢原市： 議会全員協議会で報告書の提出・説明 

伊勢原市：ホームページ、公共施設での配架 


